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論　　文

事業税の地域間配分に関する一考察

林　　　　宏　　昭　　

はじめに
　事業税は、都道府県がその地域で事業活動を行う法人および個人に対して課税するもので

ある。税収のほとんどは法人分で、法人住民税とともに都道府県の“法人 2税”と呼ばれ、

重要な財源となっている。両税の税収は 1990 年頃のバブル期には、特に大都市圏で大きく

増加したが、バブル崩壊後の長びく経済低迷の中で事業税も減少し、今日にいたっている。

　好況、不況に関わらず、一国の経済は地域的に見て均等に展開されているわけではなく、

生産や流通が集中する地域とそうではない地域が発生する。そのため、事業活動を行ってい

ることを根拠に、所得、付加価値、資本金をベースとして企業に課される事業税の税収は大

都市圏に集中し、地域間で大きな偏在が生じる。これを調整し、本店（社）がなく支店（社）

のみ立地する地域の税収を確保するために、各納税者が従業者等の状況に応じて府県ごとに

納税する仕組みが導入されており、この指標を分割基準という。

　本稿では、総務省のデータを用いて、法人の区分別に、また課税ベース別に都道府県ごと

の状況を検証し、事業税の地域間配分のあり方について検討する。

１．事業税を巡る議論
　日本の地方税は、地域ごとに自由に設計されているのではなく、国の法律（地方税法）に

よって全国一律の制度が適用されている。そのため、地方税の設計や見直しにあたっては、「公

要　　旨
　都道府県の基幹税である事業税は、税収の不安定さや地域間の偏在といった課題を抱えてい
る。本稿では、事業税の地域間配分に焦点を当て、総務省のデータを用いて、法人の区分別
に、また課税ベース別に都道府県ごとの状況を検証しこれからの方向性について検討する。
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平、中立（効率性）、簡素」という一般的な租税原則に加えて、地方税に固有の原則がある。

　日本の地方税原則は、税収および税源に関する原則と負担配分のあり方、そして地方自治

の観点からのものに大きく区分することができる。税収については安定性とともに伸長性が

必要である。

　地方団体が中心的な役割を果たしているのは、住民生活と密接に結びついた公共サービス

の提供であり、そのための財源は、大きく変動するものではなく安定的に推移するものが望

ましい。また行政需要の拡大への対応のためには一定の伸長性も必要とされるが、これには

背景となる経済の成長が不可欠である。図 1は、事業税と道府県税全体の税収の推移を示し

たものである。もともと、都道府県は法人課税への依存が高い構造をしており、税収全体が

法人からの税収の変動による影響を大きく受ける。

　次に、税源については、地方税は全国一律に制度が適用されるものであるから、特定の地

域にしか存在しないものを選択すべきではないということになる。そのため日本の地方税で

は、税源の普遍性が特に重視される。

　上記のように地方団体の中心的な役割は地域の公共サービスの提供である。一方、財政に

求められる機能のうち、所得再分配や経済安定は国が担わなければ、その効果は限定的なも

資料）『地方財政統計年報』。
注）2009、2010年度の道府県税および事業税の税収には、地方法人特別譲与税を含む。
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資料）『地方財政統計年報』。 
注）2009、2010 年度の道府県税および事業税の税収には、地方法人特別譲与税を含む。 
 
 
 
 
また、税源については、地方税は全国一律に制度が適用されるものであるから、特定の

地域にしか存在しないものを選択すべきではないということになる。そのため日本の地方

税では、税源の普遍性が特に重視される。 
上記のように地方の中心的な役割は地域の公共サービスの提供である。一方、財政に求

められる機能のうち、所得再分配や経済安定は国が担わなければ、その効果は限定的なも

のにとどまる。そのため、地方税の納税者間での負担配分においては、所得再分配や自動

的な経済安定をもたらす累進的な構造を求める必要はなく、むしろ受益に応じた負担配分

が望ましい。また、日本の地方税は国の法律で定められているものとはいえ、地方自治の

原則からは、地域の独自性や選択の余地が必要であり、法定外税の創設や地方税法で定め

られた税率（標準税率）を超えた課税（超過課税）が認められている。 
現在の事業税は、第 2 次大戦後のシャウプ勧告に基づいて設計された「附加価値税」か

ら移行したものである。シャウプ勧告では、それぞれの事業者が地域で事業活動を行うに

あたっては、その背景に行政サービスからの受益があるとの観点から都道府県が事業者に

課税するものとした。そして、事業規模を示す指標として付加価値を用いて、それを課税
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のにとどまる。そのため、地方税の納税者間での負担配分においては、所得再分配や自動的

な経済安定をもたらす累進的な構造を求める必要はなく、むしろ受益に応じた負担配分が望

ましい。また、日本の地方税は国の法律で定められているものとはいえ、地方自治の原則か

らは、地域の独自性や選択の余地が必要であり、法定外税の創設や地方税法で定められた税

率（標準税率）を超えた課税（超過課税）が認められている。

　現在の事業税は、第 2次大戦後のシャウプ勧告に基づいて設計された「附加価値税」から

移行したものである。シャウプ勧告では、それぞれの事業者が地域で事業活動を行うにあたっ

ては、その背景に行政サービスからの受益があるとの観点から都道府県が事業者に課税する

ものとした。そして、事業規模を示す指標として付加価値を用いて、それを課税ベースにし

た課税を実現しようとしたのである。

　附加価値税はいわゆる所得型の付加価値税で、一旦は立法化されるが、反対論も強く、実

施されることなく 1954 年に現行の事業税へと移行する。シャウプ勧告の附加価値税とそれ

に続く事業税の大きな違いはこの課税ベースであり、付加価値であれば、企業としては赤字

であっても納税額が発生するのに対して、事業税は所得を課税ベースとしたために赤字企業

には課税されない。シャウプ勧告は所得の有無に関わりなく事業を行うことで行政サービス

からの受益が発生すると考えたのに対して、事業税は所得を重視したということである。こ

の課税ベースの問題は、1950 年の事業税導入後も、事業税への外形標準課税の採用を巡る

問題として繰り返し議論され、2004 年度からの外形標準（付加価値と資本金）課税の一部

導入へとつながっていく。

　外形標準課税の導入が主張されたのは、先の地方税原則がその根拠になっている。一つは、

負担配分における応益性の観点である。所得に基づく課税は、事業を行っていても所得が発

生しない赤字企業に適用することはできず、現在では 300 万社近い法人企業のうち、7割を

超える企業がその対象からはずれることになる。そこで、所得を発生していなくても、事業

活動を行っていることで行政サービスによる受益が発生するというシャウプ勧告でも示され

た考え方に基づいて、所得とは別の外形標準を用いた課税の導入が求められた。もう一つは、

税収の安定性である。法人所得は景気変動の影響を受けやすく、法人課税への依存が高い都

市圏ほど財政運営が不安定になる。そこで、経済環境の影響を受けにくい外形標準の導入が

必要という主張へとつながる。以上のような課税ベースの選択とともに、事業税の制度設計

の中で課題となっていたのが、地域間での税源の偏在である。
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２．税収の偏在
　企業を課税対象とするものである以上、課税ベースは個人所得や土地よりも経済活動の立

地による影響を受けやすい。そして経済活動には“集積の利益”が生じることから、都市に

集中する。他方、一定の規模を持つ企業の生産や流通といった経済活動は、一ヶ所だけで行

われるのではなく、全国的な広がりを持って展開される。そして、全国のさまざまな地域に

都市が形成されれば、地域ごとに都市部への集中が発生し、地域ごとの偏在はその地域内で

行われる経済活動の集積度合を反映したものとなる。

　しかしながら、税制の設計にあたっては、徴税や納税に関する便宜性を確保することは重

要な課題である。地方による企業課税を地域ごとの所得に応じた税収が確保されるように組

み立てるためには、全ての企業が地域（都道府県）ごとに発生している所得を確定しなけれ

ばならないが、この実現のためには、企業の税務事務として過大な負担を強いることになる。

企業の立場からすれば、国税であろうと地方税であろうと、申告や納税を行う相手は一ヶ所

に集中するのが望ましいが、それでは経済活動が行われているにもかかわらず税収を得られ

ない地域が生じる。そこで、地方による企業課税では、各企業（納税者）が経済活動を行っ

ている地域ごとに税収が確保されるように、外形基準を用いた分割納税を行うよう求めてい

る。

　表１は法人事業税の分割基準の改正の経緯を示したものである。もう一つの地方法人課税

である法人住民税は従業者数に基づく分割を行っているが、事業税の場合は、導入時から、

鉄道、電気、ガス産業については一部固定資産が分割基準に取り入れられていた。通常は、

事務所や工場が立地すれば、それにともなって従業者が働くことになるが、鉄道などは、従

業者のいない施設のみの立地というケースが多くなることに対応するためである。このよう

な従業者の存在の多寡についての配慮はその後も継続され、現在は、鉄道等を除いて、2分

の 1を従業者数、2分の 1を事務所数とする分割基準が用いられている。

　事業税の分割基準において、従業者数のウエイトを下げる形で調整が行われるのは、東京、

大阪、愛知といった大都市圏に集中しがちな税収を、地方にも配分することがその目的であ

る。本社部門や管理機能を持つ事業所は都市部に集中するものであり、たとえば、ロボット

を中心として操業している工場の立地する地域は、従業者は少なくても生産規模は大きい可

能性もある。従業者のみを基準にした分割では、その企業からの事業税収が、従業者の多い

管理部門（本社）の立地する地域に集中するために、事務所（工場）の数が基準に加えられ

ている。

　なお、2005 年度から、それまでの本社管理部門の従業者を 2分の 1とする（本社以外の

管理部門の従業者のウエイトを高める）措置が廃止されている。2004 年度から 2005 年度に
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かけて、事業税収は 13%増加している。これを都道府県別に見ると、東京都はプラス 15%

であるのに対して神奈川県はプラス 5%、愛知県は同 12%、大阪府は同 11%と、東京都以外

の大都市圏で平均的な伸びである 13％を若干下回るという状況になっている。地方圏を含

めると、31 の道府県で、伸びは見られるものの平均を下回るという結果になっている。も

ちろん、経済の状況は全ての地域で一様であるはずはなく、分割基準の変更のみが影響して

いるわけではないが、本社管理部門のウエイトを下げる方式は、東京への集中を抑制する一

定の効果はあったものと考えることができよう。

　次に、現在の分割基準のもとで、事業税収の偏在がどの程度生じているのかを一つの指標

を用いて検証してみよう。表 2は、代表的な道府県税について、2008 年度の都道府県別税

収から、人口 1人当たりの税収を算出し、その変動係数を求めたものである。変動係数は、

地域間のばらつきを示す指標であり、金額の高い地域と低い地域とに分散しているほど、係

数は大きくなる。

　法人事業税は 0.3183 で、個人道府県民税、地方消費税よりも高く、法人道府県民税より

も低くなっている。いわゆる法人課税が地域間で税収に大きな違いをもたらすことは明らか

であるが、法人道府県民税よりも変動係数が低くなっているのは、課税ベースに外形標準が

組み入れられることとともに、分割基準の違いも影響しているものと考えられる。表では、

表 1　法人事業税の分割基準（改正の経緯）
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表 1 法人事業税の分割基準（改正の経緯） 

S26年度
（1951年度）

S29年度
（1954年度）

S37年度
（1962年度）

S42年度
（1967年度）

S45年度
（1970年度）

S47年度
（1972年度）

S57年度
（1982年度）

H元年度
（1989年度）

H17年度
（2005年度）

非製造業

銀行業
保険業
証券業

1/2を事務
所の数
他の1/2を
従業者の数

証券業が追
加された

製造業

資本金1億
円以上の法
人の本社管
理部門の従
業者数につ
いては1/2

資本金1億
円以上の法
人の工場の
従業者数に
ついては1.5
倍

本社管理部
門の従業者
数1/2措置
は廃止

軌道の延長
キロメートル
数

1/2を発電
所の固定資
産の価額
他の1/2を
固定資産の
価額

3/4を発電
所の固定資
産の価額
他の1/4を
固定資産の
価額

各月の延従
業者の数を
期末現在の
従業者の数
とした

資本金が1
億円以上の
法人の本社
管理部門の
従業者数に
ついては
1/2

1/2を事務
所の数
1/2を従業
者の数
※本社管理
部門の従業
者数1/2措
置は廃止

従業者の数

電気供給業

1/2を固定
資産の価額
他の1/2を
従業者の数 固定資産の

価額

鉄道業
軌道業

ガス供給業
倉庫業

 

出所）総務省『地方税制関係資料』（2012 年 6 月）。 

 

 事業税の分割基準において、従業者数のウエイトを下げる形で調整が行われるのは、東

京、大阪、愛知といった大都市圏に集中しがちな税収を、地方にも配分することがその目

的である。本社部門や管理機能を持つ事業所は都市部に集中するものであり、たとえば、

ロボットを中心として操業している工場の立地する地域は、従業者は少なくても生産規模

は大きい可能性もある。従業者のみを基準にした分割では、その企業からの事業税収が、

従業者の多い管理部門（本社）の立地する地域に集中するために、事務所（工場）の数が

基準に加えられている。 
なお、2005 年度から、本社管理部門の従業者を 2 分の 1 とする（本社以外の管理部門の

出所）総務省『地方税制関係資料』（2012年 6 月）。
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2009 年度から導入された、地方法人特別譲与税についても変動係数を求めている。これは、

法人事業税の所得課税分の 2分の 1を国税化し、一定の基準で都道府県に配分（譲与）する

ものである。変動係数は 0.0610 で、ばらつきが小さいとされる地方消費税よりもさらに低

くなっている。地方消費税は国税の徴収事務を経て、一旦都道府県に入った後、販売額等の

消費に関するデータに基づいて清算が行われる。したがって、地域ごとの商業の集積を反映

する。これに対して、地方法人特別譲与税は、居住者数と従業者数という基本的な人口の統

計に基づいて配分されており、人口 1人当たりの税収を均等化するための基準としてはむし

ろ人口基準の方が望ましいということを示している。ただし、生産活動を根拠に課される税

が全ての地域で 1人当たりのベースで一定にならなければならないかという点は検討の余地

がある。

表 2　１人当たり税収の変動係数（2008年度）

法人事業税 個人道府県民税 法人道府県民税 地方消費税 地�方�法�人
特別譲与税

0.3183 0.2076 0.3342 0.1072 0.0610

３．都道府県別の状況
　ここでは、2008 年度（地方法人特別税の導入前）の都道府県別のデータを用いて、複数

の都道府県にまたがって事業を行っている分割法人の事業税の状況を検証する。

　表 3は、2008 年度の『道府県税課税状況等の調』に基づいて事業税の課税状況を示した

ものである。法人数は公益法人や清算法人を除く普通法人の事業年度数で、資本金 1億円以

下で所得割のみの法人と外形標準課税の対象法人とに分けてある。分割法人のうち他県本店

分の数は、支店の所在する都道府県の合計となるため、分割法人の数は本店分のみをカウン

トする。そうすると、外形対象外が 250 万 6,883、外形対象が 2万 9,720 で、合計 254 万法人（事

業年度）となる。ただし、法人税に関してしばしば指摘されるように、現在、全ての法人の

7割以上はいわゆる赤字法人であり、この法人数は、事業税の申告を行った法人で、所得割

の納税を行っているのはこのうち約 3割ということになる1）。

　次に、法人の種類別に課税標準ごとの事業税収を見ると表 4のような状況になっている。

1）�国税庁の『税務統計から見た法人企業の実態』によれば、2008 年の法人数は約 260 万社で、そのうち
利益計上法人は、約 30%にあたる 74 万社である。

注）地方法人特別譲与税は2009年度。
資料）総務省『地方税に関する参考係数資料』および『地方財政統計年報』。
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税額は、2008 年度の事業年度分の調定額である。総額は 4兆 9,123 億円で、このうち外形標

準での課税が行われる資本金 1億円超の法人からの税収が 3.2 兆円でほぼ 3分の 2、そして

複数の都道府県にまたがる分割法人が 3.4 兆円で 7割を占めている2）。

　本稿の分析対象としている分割基準を検証するためには、分割法人の都道府県別の状況を

見なければならない。そこで以下では、図を用いて分割対象法人を対象として、都道府県別

の状況を検証していくことにする。なお、データは所得割事業税の一部を国税化（譲与税化）

する地方特別法人税が導入される前の 2008 年度のものであるが、事業税全体の分布状況を

見るためにあえて同年度の数値を用いた3）。

　これから示す図は、当該都道府県に本店（本社）が立地している法人の値を「分割法人本

店分」、支店（支社等）が本店所在都道府県以外に立地する法人の値を「分割法人他県本店分」

と表記する。

　まず、図 2は、外形対象外（資本金 1億円以下）の分割法人の事業年度数を見たものである。

2）2009 年度から、所得課税分の 2分の 1は前述の地方法人特別税に移行。
3）地方法人特別税を差し引いた数値でも地域的な傾向は基本的には同じになる。

6 
 

の都道府県にまたがって事業を行っている分割法人の事業税の状況を検証する。 
 
表３ 事業税の課税対象普通法人数（事業年度数、2008 年度） 

外形対象外（資本金1億円以下）普通法人
分割法人 本店分(a) 114,319

他県本店分 210,223
非分割法人 （ｂ） 2,392,564
合計 (a)＋(b) 2,506,883
外形対象普通法人
分割法人 本店分(a) 16,301

他県本店分 110,333
非分割法人 （ｂ） 13,419
合計 (a)＋(b) 29,720  
資料）『道府県税課税状況等の調』。 

 
 表 3 は、2008 年度の『道府県税課税状況等の調』に基づいて事業税の課税状況を示した

ものである。法人数は公益法人や清算法人を除く普通法人の事業年度数で、資本金 1 億円

以下で所得割のみの法人と外形標準課税の対象法人とに分けてある。分割法人のうち他県

本店分の数は、支店の所在する都道府県の合計となるため、分割法人の数は本店分のみを

カウントする。そうすると、外形対象外が 250 万 6,883、外形対象が 2 万 9,720 で、合計

254 万法人（事業年度）となる。ただし、法人税に関してしばしば指摘されるように、現在、

全ての法人の 7 割以上はいわゆる赤字法人であり、この法人数は、事業税の申告を行った

法人で、所得割の納税を行っているのはこのうち約 3 割ということになる。1 
 次に、法人の種類別に課税標準ごとの事業税収を見ると表 4 のような状況になっている。

税額は、2008 年度の事業年度分の調定額である。総額は 4 兆 9,123 億円で、このうち外形

標準での課税が行われる資本金 1 億円超の法人からの税収が 3.2 兆円でほぼ 3 分の 2、そし

て複数の都道府県にまたがる分割法人が 3.4 兆円で 7 割を占めている。2 
 
表４ 事業税額（2008 年度）                     単位；億円 

課税標準 収入課税分 合計
本県本店分 他県本店分 本県本店分 他県本店分

所得 2,941 2,654 7,903 9,910 12,403 2,216 34,463
付加価値 1,992 2,781 424 5,196
資本金 874 1,109 351 2,334
収入金額 3,565 3,565
合計 2,941 2,654 7,903 12,776 16,292 2,992 3,565 49,123

県内法人県内法人
分割法人分割法人

外形対象法人外形対象以外の法人

 
資料）表３と同じ。 

                                                   
1 国税庁の『税務統計から見た法人企業の実態』によれば、2008 年の法人数は約 260 万社で、そのうち利

益計上法人は、約 30%にあたる 74 万社である。 
2 2009 年度から、所得課税分の 2 分の 1 は前述の地方法人特別税に移行。 

資料）『道府県税課税状況等の調』。

資料）表 3と同じ。

表 3　事業税の課税対象普通法人数
　（事業年度数、2008年度）
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表４ 事業税額（2008 年度）                     単位；億円 

課税標準 収入課税分 合計
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資料）表３と同じ。 

                                                   
1 国税庁の『税務統計から見た法人企業の実態』によれば、2008 年の法人数は約 260 万社で、そのうち利

益計上法人は、約 30%にあたる 74 万社である。 
2 2009 年度から、所得課税分の 2 分の 1 は前述の地方法人特別税に移行。 

表 4　事業税額（2008年度）　
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図２ 外形対象外分割法人の事業年度数（2008 年度） 
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資料）『道府県税課税状況等の調』。 

図３ 外形対象外分割法人の所得金額（2008 年度） 
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資料）図 2 と同じ。 

資料）『道府県税課税状況等の調』。
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資料）『道府県税課税状況等の調』。 
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資料）図 2 と同じ。 資料）図 2と同じ。

図 2　外形対象外分割法人の事業年度数（2008年度）

図 3　外形対象外分割法人の所得金額（2008年度）
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本店分は東京都が約 3万 8,000 と最も多く、以下、大阪府、神奈川県、愛知県と続く。特徴

的なことは、東京都だけが本店分が他県本店分を上回っていることである。法人数の多い大

阪などの他の大都市圏でも他県本店分の方が多い。これは、東京都に本店をおく企業が必ず

しも大阪や愛知といった他の大都市圏のエリアに支店を持っているわけではなく、逆に、他

の府県から東京都に支店を出すケースが多いためと考えられる。本店分に対する他県本店分

の割合は 1.8 で、分割法人は平均すると 1.8 の府県に支店を置いていることになる。

　図 3は、同じく外形標準課税の対象外である分割法人の所得金額の分布を示したものであ

る。所得金額の場合も東京都では本店分が突出しているが、大阪府、愛知県の他、いくつか

本店分が他県本店分を上回っている。各企業は、課税標準である所得を分割基準にしたがっ

て府県ごとに分割し、その所得金額に税率4）を適用して算出した税額を納税する。

　次に、資本金が 1億円を超え、外形標準での課税対象となる法人の状況を見る。

　図 4は、事業年度数の分布である。本店分は外形対象外法人と同じように東京都が突出し

ているのであるが、他県本店分は大阪府で東京都の本店分を上回っており、愛知県、福岡県

でも東京の他県本店分を上回る数になっている。本店分に対する他県本店分の割合は 6.8 で

あり、分割法人は平均すると 6.8 府県に支店を置いていることがわかる。

4）税率は、超過課税の実施状況によって都道府県ごとに違いが生じている。

図 4　外形対象分割法人の事業年度数（2008年度）
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資料）図 2 と同じ。 

 

 外形対象分割法人の課税標準である所得の分布を示したのが図 5 である。この図からは、

東京都の突出した状況を読み取ることができる。東京都以外では愛知県のみが本店分の所

得が他県本店分を上回っている。 
図 6 および図 7 は、課税標準である付加価値額および資本金額の分布である。所得がゼ

ロもしくは赤字法人であっても、この 2 つの外形標準課税は適用されるため、所得の分布

とは若干異なる分布を示す。 
図 8 は、これらの分割された課税標準に税率を適用して求めた税収の分布である。当然、

これまで見た課税標準の分布状況を反映したものとなり、特に本店分の東京都への集中が

顕著である。 
 

 

資料）図 2と同じ。
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　外形対象分割法人の課税標準である所得の分布を示したのが図 5である。この図からは、

東京都の突出した状況を読み取ることができる。東京都以外では愛知県のみが本店分の所得

が他県本店分を上回っている。

　図 6および図 7は、課税標準である付加価値額および資本金額の分布である。所得がゼロ

もしくは赤字法人であっても、この 2つの外形標準課税は適用されるため、所得の分布とは

若干異なる分布を示す。

　図 8は、これらの分割された課税標準に税率を適用して求めた税収の分布である。当然、

これまで見た課税標準の分布状況を反映したものとなり、特に本店分の東京都への集中が顕

著である。

図 5　外形対象分割法人の所得金額（2008年度）
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図５ 外形対象分割法人の所得金額（2008 年度） 
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図６ 外形対象分割法人の付加価値額（2008 年度） 
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図 6　外形対象分割法人の付加価値額（2008年度）
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図５ 外形対象分割法人の所得金額（2008 年度） 
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図 7　外形対象分割法人の資本金額（2008年度）
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図７ 外形対象分割法人の資本金額（2008 年度） 
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図 8 外形対象分割法人の税収（2008 年度） 
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４．分割基準の変更
　事業税の分割基準は、複数の府県にまたがって事業活動を行う法人からの税収を、事業所

の立地に応じて分配するためのものである。法人による税務当局への申告が本店（社）で一

括して行われること、そして支店や営業所毎の所得等の課税標準の算出が容易ではないこと

を考えれば、一定の基準に基づく分割納付は必然の方法であると言えるが、実際には課税標

準と税収のいずれもが東京への集中の度合が高く、大きな偏在が生じていることが明らかに

なった。

　事業税の課税においては、“応益性”という言葉が用いられるが、ここでこの用語を改め

て整理しておく必要がある。つまり、シャウプ勧告で付加価値ベースの課税をすべきとした

のは、企業活動が行われていれば、たとえ法人所得が発生していなくても税負担を負うべき

とする、課税根拠としての応益性を重視した考え方である。これは、社会や国家の考え方に

よる“義務説”や“利益説”といった課税の根拠の捉え方にあてはめれば、“利益説”と結

びつくことになる。

　一方、事業税における応益性の考え方は、地域間の税の帰属、つまり、税収の地域間配分

に関しても用いられる。分割法人の場合、事業所を立地させている地域で何らかの行政サー

図 8　外形対象分割法人の税収（2008年度）

11 
 

図７ 外形対象分割法人の資本金額（2008 年度） 
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ビスからの受益があり、したがって、事業活動を行っている限り、その地域にも納税すべき

（行政側からすれば税収が確保されるべき）ということになる。

　そうすると、次は法人の受益の大きさを何で測るかが問題となる。たとえば、道路を使っ

て生産物を搬出したり、治安の維持によって経済活動が容易になったりすることで、行政サー

ビスからの受益が生じていることは間違いない。しかしながら、受益の大きさとなると、事

業内容や企業形態によって様々であり、個別に明確にすることはできない。そのため、何ら

かの指標を代理変数に用いる必要がある。

　もともと、シャウプ勧告では、企業の付加価値を基準に課税するべきという考え方があっ

たことからも、この代理変数の有力な候補は、企業の付加価値であるが、これもそれぞれの

法人が設置する支店（社）ごとに算出することは難しい。現在の事業税でも付加価値をベー

スとした課税も行われているが、その府県間での分割は所得と同様に分割基準が用いられて

いることは先に見たとおりである。

　したがって、代理変数として地域ごとの付加価値を用いるとすれば、マクロベースでの府

県別付加価値（県内純生産）を基準にした税収配分を可能にする仕組みの構築が不可欠であ

る。なおこの場合の県内純生産は、公務サービスを除いた民間企業による生産額を用いるべ

きであろう。最終的な府県ごとの帰属は、現行の地方消費税の“清算方式”のように一旦、

どこかの府県に納税した後、直近の県内純生産のデータを用いで都道府県間で生産する方式

が最も合理的である。

　図 9は、分割法人からの地域ごとの税収配分を現在のものと、県内純生産に応じて帰属さ

せた場合とで比較したものである。東京都、愛知県、大阪府は税収が減少し、地方圏では多

くの地域で税収が増加する。県毎の人口 1人当たり額を求めて先の表 2のように変動係数を

算出すると、現行の分割法人からの税収が 0.3838 であるのに対して、県内純生産に基づく

配分のケースでは 0.2036 まで低下する。これは、2009 年度からの地方法人特別譲与税より

も高いのであるが、生産活動の規模に応じた地域配分はむしろこの程度のばらつきは必要と

も言える。

　以上は、分割基準が適用される法人からの税収を対象としたシミュレーションである。

　納税者（法人）側から見れば、分割法人であろうと県内法人であろうと、本社の所在地で

全て納税手続きが終了するというメリットがある。しかしながら、徴税（都道府県）側から

すれば、都道府県間の清算を分割法人からの納税額だけに限定して行わなければならなくな

る。

　そこで考えられることは、全ての事業税収を、県内純生産を用いて清算することである。

県内法人の場合には、税収の大都市圏への集中の度合は分割法人よりも高く、1人当たり税
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収の変動係数は 0.5060 となる。これと先の分割法人分を含めた税収の変動係数は 0.4018 で

あるから、むしろ県内法人が事業税全体の偏在度を高めているという状況を読み取ることが

できる。県内法人、分割法人を問わず、都道府県間で県内純生産に基づく清算を行えば、変

動係数は先と同じ 0.2036 となり、現在の事業税に生じている偏在はかなり改善される。

５．むすびに代えて
　本稿では、都道府県の重要な財源である事業税の地域間偏在の改善を課題としてとらえ、

分割基準を中心に検証してきた。2004年度に外形標準が導入されたが、分割法人については、

地域間の偏在は依然として大きく、課税ベースと偏在の問題は明らかに別の議論である。

　2009 年度から導入された地方特別法人税は、この県内法人も含めた所得割の事業税を譲

与税化したものである。表 2で示されたように譲与後の偏在度はかなり低く、ほとんど人口

1人当たりの税収を均等化した結果に近いものとなっている。

　都道府県間での県内純生産に基づく清算は、実質的には県内純生産に基づいて配分する譲

与税と同じことである。分割法人と県内法人の区別なく全体を清算の対象とすることは、特

別地方法人税譲与税と同様、立地していない地域も含めて配分されるという不合理を生じさ

せる。また、各都道府県独自の超過課税や減免といった施策を展開できないというデメリッ

トも指摘されるが、現状と比べれば地域間の税収配分における偏在の状況は改善する。

図 9　分割法人の税収分布のシミュレーション

13 
 

係数を算出すると、現行の分割法人からの税収が 0.3838 であるのに対して、県内純生産に

基づく配分のケースでは 0.2036 まで低下する。これは、2009 年度からの特別司法法人税

譲与税よりも高いのであるが、生産活動の規模に応じた地域配分はむしろこの程度のばら

つきは必要とも言える。 
以上は、分割基準が適用される法人からの税収を対象としたシミュレーションである。 
納税者（法人）側から見れば、分割法人であろうと県内法人であろうと、本社の所在地

で全て納税手続きが終了するというメリットがある。しかしながら、徴税（都道府県）側

からすれば、都道府県間の清算を分割法人からの納税額だけに限定して行わなければなら

なくなる。 
そこで考えられることは、全ての事業税収を、県内純生産を用いて清算することである。

県内法人の場合には、税収の大都市圏への集中の度合は分割法人よりも高く、1 人当たり税

収の変動係数は 0.5060 となる。これと先の分割法人分を含めた税収の変動係数は 0.4018
であるから、むしろ県内法人が事業税全体の偏在度を高めているという状況を読み取るこ

とができる。県内法人、分割法人を問わず、都道府県間で県内純生産に基づく清算を行え

ば、変動係数は先と同じ 0.2036 となり、現在の事業税に生じている偏在はかなり改善され

る。 
 
図９ 分割法人の税収分布のシミュレーション 
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事業税の地域間配分に関する一考察（林）

　譲与税化と府県間の清算の違いは、徴収および地域間の配分に都道府県が直接関与するか

どうかである。譲与税化は、地方にとっては簡便な財源確保が可能になる。他方、税収の確

保に対する地方団体の努力を重視する観点からは、府県間の清算方式が望ましいということ

になる。事業税に関しては、課税標準としての付加価値税課の議論とは別に、地域間の税収

配分方法に関する検討は重要な検討課題であり、シミュレーションも含めたいっそうの分析

が行われることを望みたい。
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